
質
問
一

医
療
・
介
護
総
合
法
案
の
大

改
正
に
よ
る
市
の
負
担
増
に
つ
い
て
。

二

介
護
保
険
か
ら
外
さ
れ
る
要
支
援

１
、
２
の
方
に
対
す
る
市
の
支
援
は
。

三

特
養
に
お
け
る
要
介
護
１
、
２
の

方
に
対
す
る
今
後
の
対
応
は
。

四

医
療
制
度
改
正
後
の
状
況
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

高
齢
化
の
進
展
に

伴
い
、
介
護
給
付
費
は
年
々
増
加
す
る

と
見
込
ま
れ
る
が
、
改
正
後
の
国
、
県
、

市
の
費
用
負
担
割
合
に
変
更
は
な
い
。

二

介
護
給
付
か
ら
地
域
支
援
事
業
へ

移
行
す
る
予
定
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
現
在

の
予
防
給
付
の
訪
問
介
護
と
通
所
介
護

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
専
門
的

な
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
場
合
は
、
そ
の

サ
ー
ビ
ス
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

認
知
症
等
に
よ
り
地
域
で
の
生
活

が
困
難
な
場
合
や
、
介
護
者
の
状
況
等

に
よ
り
在
宅
で
の
生
活
を
支
え
る
体
制

が
不
十
分
で
あ
る
場
合
な
ど
、
特
養
以

外
で
の
生
活
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は

入
所
が
認
め
ら
れ
る
。

四

今
回
の
制
度
改
正
は
、
各
医
療
機

関
の
担
う
機
能
を
明
確
化
し
、
計
画
的

に
必
要
病
床
数
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ

り
限
ら
れ
た
医
療
資
源
を
有
効
に
活
用

し
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
を
適
正
に
確
保

す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

一

ど
の
子
も
守
ら
れ
、
愛
さ
れ
る
学

校
に

二

安
心
、
安
全
の
生
活
公
共
交
通
を

質
問
一

公
共
施
設
の
集
約
、
統
廃
合

の
考
え
方
に
つ
い
て
。

二

地
域
の
拠
点
づ
く
り
の
推
進
と
の

整
合
性
に
つ
い
て
。

三

公
共
施
設
利
用
計
画
策
定
状
況
は
。

四

公
共
施
設
利
用
計
画
の
今
後
の
取

り
組
み
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
。

五

今
後
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

新
た
な
公
共
施
設
に
つ
い
て
。

答
弁
一
（
市
長
）

ど
の
施
設
を
統
合

す
る
か
は
、
公
共
施
設
利
用
計
画
策
定

後
に
施
設
ご
と
の
個
別
計
画
の
中
で
、

市
民
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
検
討
を
進

め
て
い
く
。

二

支
え
合
い
協
議
会
が
活
動
拠
点
と

し
て
小
学
校
や
公
民
館
な
ど
の
公
共
施

設
を
選
択
し
た
場
合
は
、
そ
の
意
向
を

踏
ま
え
、
議
論
し
て
い
く
。

三

市
民
意
見
交
換
会
で
の
意
見
を
考

慮
し
、
公
共
施
設
利
用
計
画
の
策
定
を

進
め
て
い
る
。
ま
た
、
少
子
化
を
踏
ま

え
た
学
校
施
設
の
規
模
の
最
適
化
に
つ

い
て
、
教
育
委
員
会
に
検
討
を
依
頼
し

て
い
る
。

四

夏
頃
を
め
ど
に
公
共
施
設
利
用
計

画
案
を
ま
と
め
、
市
民
意
見
を
募
集
し
、

関
係
各
課
で
よ
り
具
体
的
な
実
施
計
画

の
検
討
を
進
め
る
。

五

子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
が
利
用

し
、
交
流
で
き
る
場
、
高
齢
世
代
の
健

康
づ
く
り
の
場
な
ど
の
機
能
を
持
っ
た

施
設
が
必
要
と
考
え
る
。

大橋公民館

地域包括ケアを進めていく

松村 和子 議員

大改悪の医療・介護
総合法案

公
共
施
設
の
在
り
方
に

つ
い
て

内
野

嘉
広
議
員

多
機
能
複
合
化
の
施
設
が
必
要
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